
 

報告                （令和元年９月２５日開催 横手市地域公共交通活性化協議会） 報告① 

 

デマンド交通・循環バスにおける消費税増税対応等について 

 

 令和元年 10月 1日以降も、デマンド交通・循環バスの利用料金は現状のまま据え置くこと

としておりますが、消費税増税及び遠距離割引の撤廃によりデマンド交通の１人乗車の基準

となるタクシーメーター料金が改正されますので、その内容をお知らせいたします。 

 

【Ⅰ 消費税増税分の転嫁について】 

・令和元年 9月 30日まで 初乗り 1.5km   710円 加算 292m 100 円 

・令和元年 10月 1日から 初乗り 1.473km 710円 加算 286m 100 円 

⇒消費税増税分が運行距離に転嫁されるため、運行距離により一部利用者に影響がある。 

 

【Ⅱ 遠距離割引の撤廃について】 

・今までタクシーメーター料金には「遠距離割引」が適用されていたが、今年度より順次、

各タクシー会社において遠距離割引を撤廃している。 

 

 遠距離割引とは 

 …タクシーメーター料金が 3,000 円を超えた場合に、タクシーメーター料金から 3,000円 

  を引いた額の 1割（端数切り上げ）を割り引きする制度 

例：3,110 円の場合（3,110 円-3,000 円=110 円、110円×0.1=11円、端数切り上げで 20 円 

割り引きとなるため、遠距離割引の適用でタクシーメーター料金は 3,090円となる） 

 

・遠距離割引を撤廃する場合は、タクシー会社ごとに国の認可を得る仕組みとなっており、

デマンド交通における市への請求金額が会社によって異なる事態を避けるため、遠距離割

引撤廃後のタクシーメーター料金は、令和元年１０月１日よりデマンド交通へ反映させる。 

⇒タクシーメーター料金が増額されるため、協議会の負担が増加する。 

 

【参考】 

・令和元年 9月 30日まで  タクシーメーター料金       デマンド料金 

              2,810 円～3,630円（約 10kmまで）  1,800 円 

              3,720 円～5,160円（約 15kmまで）  2,500 円 

              5,250 円～6,690円（約 20kmまで）  4,000 円 

 

・令和元年 10月 1日から  タクシーメーター料金       デマンド料金 

              2,810 円～3,710円（約 10kmまで）  1,800 円 

              3,810円～5,510円（約 15kmまで）  2,500 円 

              5,610円～7,210円（約 20kmまで）  4,000 円 

 










